
１．市税

①入湯税

入湯税は，鉱泉浴場所在の市町村が，環境衛生施設，消防施設等の整備，観光の振興費用などに充てる

ために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第701条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他 うち入湯税

環境衛生施設の整備 599,128,290 15,899,000 309,600,000 50,400 273,578,890 0

消防施設の整備 1,056,744,619 23,050,000 819,500,000 17,909,999 196,284,620 76,451,367

観光施設の整備 213,333,644 81,446,620 131,100,000 106,760 680,264 680,264

観光の振興 463,259,992 6,870,050 114,400,000 125,705,063 216,284,879 181,884,879

合　　計 2,332,466,545 127,265,670 1,374,600,000 143,772,222 686,828,653 259,016,510

※　上記の事業費には，事務職員人件費は含まれていません。

②都市計画税

都市計画税は，都市計画法に基づいて行う都市計画事業または土地区画整理法に基づいて行う土地区画

整理事業に要する費用に充てるために設けられた目的税です。 〔使途根拠：地方税法第702条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

都市計画税

街路整備事業 642,633,150 333,287,856 231,300,000 53,878,684 24,166,610 0

公園事業 201,055,617 53,000,000 125,500,000 19,877,000 2,678,617 0

下水道事業 1,941,069,685 439,778,010 1,414,200,000 81,451,707 5,639,968 5,639,968

公　債　費 2,558,534,391 2,558,534,391 2,472,605,774

合　　計 5,343,292,843 826,065,866 1,771,000,000 155,207,391 2,591,019,586 2,478,245,742

※　上記の下水道事業の決算額には，公共下水道事業会計の下水道建設改良費を含みます。

※　上記の公債費は，都市計画事業に係るもののみを記載しています。

令和５(2023)年度　函館市一般会計決算における法令により

使途に定めがある歳入の充当状況について

（入湯税,都市計画税,航空機燃料譲与税,交通安全対策特別交付金,自転車競走事業益金）

区　　分
令和５年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

区　　分
令和５年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



２．譲与税および交付金

①航空機燃料譲与税

航空機燃料譲与税は，航空機燃料税の収入額の一部が空港関係市町村および空港関係都道府県に対して

譲与されるもので，その譲与額は，航空機の騒音により生ずる障害の防止，空港及びその周辺の整備その

他政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならないとされています。

〔使途根拠：航空機燃料譲与税法第７条，航空機燃料譲与税法施行令第３条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

航空機燃料
譲与税

航空機の騒音により
生ずる障害の防止

207,735 36,842 134,050 36,843 36,843

空港の整備および
維持管理

71,652,283 17,000,000 54,652,283 36,263,157

空港に関連する
道路等の整備

13,116,567 13,116,567 0

合　　計 84,976,585 36,842 17,000,000 134,050 67,805,693 36,300,000

※　上記の事業費には，各区分に係る公債費を含みます。

②交通安全対策特別交付金

交通安全対策特別交付金は，交通反則金収入を原資として，地方公共団体が行う道路交通安全施設の設

置や管理に要する経費(国の補助を受けた事業に要する経費を除く)に充てるために交付される交付金です。

〔使途根拠：道路交通法附則第16条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

交通安全対策
特別交付金

道路交通安全施設の
管理

198,549,751 235,200 92,376,427 105,938,124 32,538,000

合　　計 198,549,751 235,200 0 92,376,427 105,938,124 32,538,000

区　　分
令和５年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源

区　　分
令和５年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源



３．諸収入

①自転車競走事業益金

競輪の収益は，自転車その他の機械の改良及び機械工業の合理化並びに社会福祉の増進，医療の普及，

教育文化の発展，体育の振興その他住民の福祉の増進を図るための施策を行うのに必要な経費の財源に充

てるよう努めるものとされており，函館市においても，競輪の収益の一部を自転車競走事業特別会計から

一般会計に繰り出し，市民の皆さまの暮らしに役立てています。 〔使途根拠：自転車競技法第22条〕

(単位：円)

国(道)支出金 市 債 そ の 他
うち

自転車競走
事業益金

医療の普及 787,982,211 111,834,000 4,967,810 671,180,401 308,618,000

教育文化の発展 168,195,168 58,800,000 94,200,000 15,195,168 1,745,000

体育の振興 90,181,126 5,542,470 84,638,656 84,637,000

合　　計 1,046,358,505 170,634,000 94,200,000 10,510,280 771,014,225 395,000,000

○　森林環境譲与税および地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状況については，次の資料をご覧

ください。

・森林環境譲与税： 森林環境譲与税に関する決算状況

・地方消費税交付金（社会保障財源化分）：

函館市一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障

財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

区　　分
令和５年度

決 算 額

財　　　源　　　内　　　訳

特　　定　　財　　源 一　般　財　源
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